太宰府市観光危機管理マニュアル
観光事業者タイムライン











連携で築く、安全・安心な観光地
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[bookmark: _GoBack]太宰府の観光は、歴史、文化、そして皆様のおもてなしによって支えられています。
このかけがえのない価値を予期せぬ危機から守り、訪れるすべての人々に安全と安心を届けることは、私たちの共通の責務です。
このタイムラインは、そのための約束であり、地域が連携する指針です。














本タイムラインの位置づけ・活用方法
	本タイムラインは、観光事業者が、発災前後における行動を時系列で共有し、「いつ・何を・誰と連携して実施するか」を具体的に示した実務指針である。
観光地においては多様な主体が関与するため、災害時の対応が個々に分断されることで、情報の錯綜や対応の遅れが生じ、結果として観光客の安全確保に支障をきたすおそれがある。本タイムラインは、こうしたリスクを低減するため、関係主体間の行動をあらかじめ整理・共有し、連携による対応を確実に実行するための共通基盤として位置づける。
また、本タイムラインは、単なる行動一覧ではなく、冒頭に示したとおり、地域全体で観光客の安全を守るための「連携の約束」であり、「地域が連携する指針」である。そのため、各主体が自身の役割を理解するとともに、他主体との関係性を踏まえた行動をとることで、初めて実効性が発揮されるものである。

平常時においては、本タイムラインを活用した訓練や事前確認を通じて、連絡体制、情報共有手順、役割分担の妥当性を検証し、関係者間の連携強化および対応力の向上を図る。特に、観光関連団体においては、加盟事業者への周知や意識醸成を行い、災害時における初動対応の統一を図ることが重要である。
発災時においては、本タイムラインを参照することで、状況に応じた行動の優先順位を把握し、観光客の安全確保、被害情報の収集・集約、関係機関との連携、一時退避や帰宅困難者支援、情報発信等の対応を迅速かつ的確に実施する。これにより、観光地における混乱やパニックの抑制を図るとともに、地域全体として統一的な対応を実現する。
さらに、発災後においては、復旧・復興段階における対応の指針としても活用し、観光機能の早期回復および風評被害の抑制につなげる。

なお、本タイムラインは固定的なものではなく、訓練結果や実災害時の対応を踏まえて課題を抽出し、継続的に見直し・改善を行うことを前提とする。こうした運用を通じて、本タイムラインの実効性を高め、地域全体の防災力の向上を図るものである。







観光事業者　基本事項
責任者
	責任者
	担当者
	構成員の参集メモ(怪我等がないか)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



目的・目標
	目的
	地域観光の根幹を担う組織として、加盟事業者間の連携を強化し、発災時における観光客の安全確保を地域ぐるみで遂行する。また、正確な情報の集約と発信により、観光地のパニックを防止し、早期の復興に向けた基盤を維持することを目的とする。

	目標
	１．加盟事業者との連絡網を作動させ、観光客の避難状況と被害規模を迅速に把握する。
２．市（災害対策本部）と連携し、観光施設等における一時退避場所の確保と運営を支援する。
３．観光客に対し、帰宅困難者支援情報や交通状況を多角的に発信する。



実施項目
	○太宰府市の観光における事業展開での観光振興
○太宰府市の経済の発展の一助となる事業参画、事業展開
○事業者の情報発信コンテンツによる観光客の誘致、地域魅力の向上



参集状況チェック
	班
	個人名
	参集状況

	
	
	〔　　　〕時
	〔　　　〕時
	〔　　　〕時
	〔　　　〕時
	〔　　　〕時

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	

観光事業者　活動計画
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活動プログラム
災害発生



発災時（１時間以内）「命を守る行動の段階」


【チェック・メモ欄】

【対応方針】
· 避難所開設までの間、要請に応じて一時退避場所として開放し、観光客を保護
· 事業継続計画（BCP）に基づき避難誘導を行う
· 平時から実施している避難誘導訓練の経験を活かし、迅速な保護活動を行う
(1) 観光客等の保護












(2) 自施設の被害状況の確認


【対応方針】
· 自身の安全を最優先に確保し、施設の被害状況を確認
· 事業継続計画(BCP)に基づき、施設の損壊状況や継続利用の可否を判断
· 危険な場合は速やかに責任者へ報告し、退避措置をとる
· 観光事業者の被害状況を調査
· 
【チェック・メモ欄】

(3) 気象・災害リスクの情報伝達
【対応方針】
· 気象情報や災害リスク情報を即時に収集し、周知を図る
· 観光案内所の電子掲示板、市HP等を通じて災害・被害・交通の最新情報の収集
· 多言語での伝達機器（スマートフォン翻訳アプリや多言語案内シート）を活用した情報の提供







【チェック・メモ欄】



発災時（１時間以内）「命を守る行動の段階」

【チェック・メモ欄】

(4) 公共交通機関等運行情報の伝達
【対応方針】
· 公共交通機関や高速道路などの運行・通行状況に関する情報を収集
· 発災直後の混乱を避けるため、現在の運行状況を観光客に伝達
· 多言語での伝達機器（スマートフォン翻訳アプリや多言語案内シート）を活用した情報の提供





【対応方針】
●一時退避場所としての機能提供
· 「一時退避協力事業者」としての役割に基づき、自施設内での退避の受入準備
●受入（待機）要請への対応
· 観光関連団体等からの要請に基づき、観光客の受け入れと待機支援を開始
●避難誘導の実施
· 避難誘導マニュアルに従い、施設内の安全な場所へ観光客を避難誘導
【チェック・メモ欄】

(6) 自施設での退避支援
(5) 観光客への情報伝達
【チェック・メモ欄】

【対応方針】
· デジタル技術（DX）による情報提供システムの案内、既存の防災設備を活用した情報の収集
· 観光客等が容易に入手できる情報提供基盤を通じ、パニックを防ぐための確実な伝達を行う
· 外国人観光客への多言語での情報提供

発災後２～３時間「警戒・安否確認の段階」


(7) 一斉帰宅の抑制呼びかけ

【チェック・メモ欄】

(9) 指定避難所の開設情報の伝達
(8) 観光客等の受入(待機)の実施
【対応方針】
●待機場所の提供
· 観光関連団体等からの受入（待機）要請に基づき、自施設を観光客の待機場所として提供
· 事前に検討・登録された「一時退避協力事業者」として、観光客が安全に待機できる環境を維持
●事業継続計画（BCP）に沿った運営
· 事業継続計画（BCP）に基づき、スタッフの配置や備蓄品の活用を行い、観光客の保護の継続
【チェック・メモ欄】

【対応方針】
●避難所情報の収集と周知
· DXシステムや既存の防災設備を活用し、避難所の開設情報を観光客へ伝達
●多言語による案内
· 訪日外国人観光客に対して、指定避難所の場所や状況を多言語で分かりやすく提供
【対応方針】
●二次被害防止のための滞留要請
· 混乱による事故防止のため、観光客へ移動を控えて安全な場所に留まるよう「一斉帰宅の抑制」を促す
●正確な情報の提供
· 道路や交通機関の混乱状況を観光客に提供し、無理な移動を抑止



【チェック・メモ欄】
災害発生から１時間以内


【対応方針】
●帰宅支援ｽﾃｰｼｮﾝの情報提供
· 「徒歩帰宅者支援ステーション」の開設情報の提供、帰宅困難な観光客に休憩場所やトイレ、水道水の支援、情報・物資の提供
●適切な帰宅支援情報の提供
· 徒歩帰宅者へ向けて、安全なルートや災害時の帰宅支援情報を分かりやすく提供

(11) 徒歩帰宅者への支援
【チェック・メモ欄】
【チェック・メモ欄】
【対応方針】
●協力避難場所の案内
· 「協力避難所（一時退避場所）」として開放されている情報を収集し、観光客に提供
●避難誘導の継続
· 指定避難所だけでなく、より近い協力避難所へ適切に避難誘導の支援・協力
(10) 協力避難所の開設情報の伝達
発災後２～３時間「警戒・安否確認の段階」


発災後４時間以降翌日まで「一時退避への移行段階」


【対応方針】
●事業継続計画（BCP）に基づいた物資の提供
· 事業継続計画（BCP）に基づき、備蓄している食料や水、毛布などの物資を滞留観光客へ速やかに提供
●炊き出し等の準備と実施
· 長期待機に備え、施設での炊き出しの準備協力・実施支援
●一時退避者への生活支援
· 一時退避場所として最低限の生活環境（休息スペースなど）の確保・運営支援
(12) 災害備蓄物資の供出
【チェック・メモ欄】

【チェック・メモ欄】
(13) 避難者情報収集の協力
【対応方針】
●避難者カード・名簿の作成
· 施設内に留まっている観光客等の情報を把握し、適切に管理
●情報の集約と行政への共有
· 行政や観光関連団体へ避難者情報を共有し、観光客の安否確認と所在把握に協力
●車中避難者の把握・共有
· 駐車場等での車中避難者について、人数や状況を把握し、情報を行政や観光団体と共有し、支援に活用


































発災後２日目以降「一時退避と帰宅支援の段階」

【チェック・メモ欄】
【対応方針】
●輸送手段の確保と調整
· バス事業者等と連携し、観光客を搬送するための準備や調整を行う
●広域的な避難・移動の支援
· 県や他市町と連携し、広域避難や他地域へ移動する観光客の支援にあたる
●訪日外国人への個別支援
· 帰宅困難な訪日外国人に対し、多言語対応を含めたきめ細かな帰宅支援を実施
●帰宅ルート・交通情報の提供
· 復旧状況に合わせた最新の帰宅情報を、観光客へ継続的に提供
(15) 関係者と連携した帰宅支援
(14) 帰宅支援情報の伝達
【チェック・メモ欄】
【対応方針】
●交通情報等を入手し情報提供
· 国・県・市・交通事業者のホームページなどから交通情報等を入手し、帰宅・移動に必要な情報を伝達
· 帰宅困難者自身による移動手段や宿泊先の確保・検討を支援
●多言語での外国人支援
· 県・領事館等のホームページを確認し、訪日外国人からの相談に対応し、帰宅を支援

発災後７日目以降「復興準備」


【チェック・メモ欄】
【対応方針】
●正確な情報による風評被害の防止
· 被害状況や復旧の見通しについて正確な情報を発信し、風評被害の軽減に努める
●施設の状況広報
· 施設の復旧情報、観光情報を発信
· 誘客プロモーションやイベントの実施に協力
(18) 被害と復旧情報の発信
【対応方針】
●復旧・復興支援策の活用検討
· 行政による復旧支援やBCP推進支援について相談を行い、施設の早期再開を目指す
●地域経済復興への参画
· 地域経済の復興支援策について関係団体と協議し、自施設の復旧だけでなく地域全体の回復に協力
【チェック・メモ欄】
(17) 支援措置の相談
発災後２日目以降
【チェック・メモ欄】

(16) 炊き出しの協力
【対応方針】
●避難者への食料提供の継続
· 施設内や駐車場の避難者に対し、炊き出しなどの食事支援を行う
●健康維持への配慮
· 避難生活の長期化に備え、食事や物資の提供で避難者の健康維持を支える
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初動対応室 災害警戒本部

初動準備 警戒配備

復興期

数日前まで 1 2 3 6 12 1 2 3 7 10 15 以降数ヶ月

観光客等の保護

自施設の被害状況の確認

気象・災害リスクの情報伝達 気象・災害リスクの情報伝達

公共交通機関等運行情報の伝達公共交通機関等運行情報の伝達

観光施設、観光地区の休業情報伝達　観光客への情報伝達

自施設での退避支援

一斉帰宅の抑制呼びかけ

観光客等の受入(待機)の実施

指定避難所の開設情報の伝達

協力避難所の開設情報の伝達

徒歩帰宅者への支援

災害備蓄物資の供出

避難者情報収集の協力

帰宅支援情報の伝達

関係者と連携した帰宅支援

炊き出しの協力

支援措置の相談

被害と復旧情報の発信

正確な情報発信

誘客プロモーション活動

災害対策本部

通常業務体制

第1号配備又は第3号配備

警戒期 応急期（発災からの経過時間） 避難生活期～復旧期（発災からの経過日）

前日まで


